
自宅のPCやスマホから申請可能！

役所の開庁時間に縛られることなく自宅のパソコン（※１）
やスマートフォン（※２、タブレット）から申請できます。

OSは、window 10,11（ブラウザはGoogle Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge(Chromium)又は
macOS 11.3以上（同Google Chrome、Mozilla Firefox、Apple Safari)の動作を保証

※１

※２ OSは、Android 7.1以上（同Google Chrome）又はiOS 14.0以上（同Apple Safari）の動作を保証

役所に行って
申請しないと…

受付待ちの時間が
もったいないなぁ…

時間を
短縮

紙の管理が不要に！

申請書類を紙で管理する必要はありません。
過去の申請情報も利用できるため、申請様式を記入する
手間が省けます。

審査状況の確認も簡単！

自分が行った申請の審査状況をリアルタイムで把握することもできます。

もちろん安全対策もしっかり！
二要素認証でなりすまし対策を実施しています。

経済産業省が構築した法人共通認証基盤（GビズID）で払い出されるIDを利用します。
また、二要素認証（２つの異なる方法による認証）により、申請者の確認が行われます。

林野庁ホームページにおいて、
eMAFF操作のマニュアルや必要な書類を
ダウンロードできます。</>

国有林 eMAFF

ぽいんと1

ぽいんと2

ぽいんと3

e
eMAFFって何？
どの手続きが申請
できるの？

eMAFF（農林水産省共通申請サービス）とは、農林水産省が所管する
法令に基づく申請等並びに補助金及び交付金の申請等をオンラインで
行うための申請システムです。
国有林では対象となる手続きで電子申請が可能となります。

（対象となる手続名や申請先は裏面をごらんください。）



制度名 手続名 申請先

収穫調査業務に
係る指定調査機
関関係

・名称等の変更（指定調査機関）

・事業報告書等の提出

・業務の休廃止の許可の申請

・事業計画等の認可の申請（変更） ・事業計画等の認可の申請

・業務規程の認可の申請（変更） ・業務規程の認可の申請

・指定の申請

各森林管理局

又は

林野庁

国有林野の
売払い

・国有林野の売払い申請 各森林管理局、森林管理署

・引渡前の承認 ・国有林野の買受人が提出する受領書

・国有林野の買受人が、引渡の立会の必要がないと認めた場合の通知
各森林管理署

火入れの同意 ・火入れの許可の森林管理署長との協議 各森林管理署

国有林野の
貸付け及び使用

・減免の申請（借受人又は使用者）

・規約の変更申請（借受人又は使用者）

・利用状況の報告（借受人又は使用者）

・境界標、標識の不設置の承認申請（借受人又は使用者）

・請書の提出（貸付、使用）

・国有林野の貸付け等の申請

・国有林野の活用の申出

・再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請に係る証明依頼

各森林管理署

・並行確認手続の依頼（貸付け、使用） 各森林管理局

国有林野の
共用林野

・境界標、標識の不設置の承認申請（共用者）

・共用者の地位の取得のための通知

・被害発生の届出（共用者）

・地位の得喪に伴う通知（共用林野契約）

・規約書の変更申請（共用林野契約）

・共用林野契約の申請

各森林管理署

国有林分収造林

・目的外使用の許可申請（分収造林）

・権利の処分等に係る許可申請（分収造林）

・分収造林契約の存続期間の延長申請

・被害発生届（分収造林契約）

・境界標、標識の不設置の承認申請（分収造林契約）

・搬出期間の延長申請（分収造林契約）

・火災の通知（分収造林契約）

・規約書の変更申請（分収造林）

・分収造林契約の申請

各森林管理署

国有林分収育林
・分収育林契約の新規申請

・分収育林契約の存続期間の延長申請
各森林管理局

農山漁村活性化法
に基づき地方公共
団体が行う手続

・森林管理局への協力要請 各森林管理局

国有林野に係る
申請者等の変更 ・申請者等の変更 各森林管理局、森林管理署

eMAFFで申請できる国有林の手続き


